
赤文字：審議会委員の意見等を反映
青文字：国・県・市の動向を反映

紫文字：審議会委員の意見、国・県・市の動向等両方を反映

理念 基本目標 基本方針 基本施策 具体的施策

①幼年期のスポーツ活動の推進 ア．遊びやスポーツの楽しさ、大切さを伝える講座の実施　イ．親子・子ども同士でできるスポーツ活動の実施

②青少年期③青少年後期（中学生～高校生）のスポーツ活動の推進《青少
年後期（中学生～高校生）》

ア．学校体育（体育授業・部活動）の充実　イ．部活動指導員の育成・確保　イウ．中学生・高校生をとりまく社会体育環境の充実

③④成年期のスポーツ活動の推進 ア．競技スポーツの推進　イ．生涯スポーツの推進　ウ．ニュースポーツの推進　エ．健康増進・体力づくり教室等の開催

④⑤高齢期のスポーツ活動の推進 ア．生涯スポーツの推進【再掲】　イ．健康増進・体力づくり教室等の開催【再掲】　ウ．ニュースポーツの推進【再掲】

ア．障がい者のスポーツ活動の推進　イ．スポーツ交流の場の確保

ウ．全国障害者スポーツ大会を見据えた障がい者スポーツの普及促進

②多様性を認め合うスポーツ活動の推進 ア．多様性を認め合うスポーツ活動の推進　イ．多様なスポーツの体験機会の創出

①スポーツ団体による各種スポーツ大会の開催 ア．スポーツ団体による各種スポーツ大会の開催　イ．和田毅杯少年野球大会の開催　ウ．吉岡隆徳記念出雲陸上競技大会の開催　

②市民参加型スポーツ大会の開催・支援 ア．出雲くにびきマラソン大会の開催　イ．一畑薬師マラソン大会の開催　ウ．スイムランｉｎ多伎への支援　エ．出雲の國ツーデーウオークへの支援

ア．２０２０東京オリンピック・パラリンピックを記念したスポーツ大会等の検討・実施

④各種スポーツ大会の情報発信 ア．広報紙や市ホームページ、ＳＮＳ等を活用した情報の発信　イ．情報発信システムの改善

③スポーツイベントの情報発信 ア．広報紙や市ホームページ、ＳＮＳ等を活用した情報の発信　イ．情報発信システムの改善【再掲】

②Ｕ・Ｉターンによる優秀な指導者の確保・発掘 ア．Ｕ・Ｉターンによる優秀指導者の確保・発掘

③②スポーツ推進委員の資質向上育成・確保 ア．スポーツ推進委員研修会の開催　イ．各種研修会への参加とその支援

④③スポーツボランティアの確保 ア．ボランティア団体との連携によるスポーツボランティアの確保　イ．企業ボランティアの活用

③国民スポーツ大会を見据えた競技力向上 ア．国民スポーツ大会を見据えた競技力向上

①スポーツ施設の管理運営と新たな整備促進
ア．スポーツ施設の適正な管理運営　イ．新体育館の建設　ウ．サッカー場の人工芝生化　エ．５０ｍプール整備の検討　オ．ウ．県立野球場スポーツ施設
の整備促進　エ．スポーツを継続できる環境づくり　オ．学校施設開放によるスポーツ活動の場の提供

②スポーツ団体の組織強化と活性化
ア．体育協会の組織見直し　イ．体育協会の活性化　ウ．スポーツ少年団の活性化　エ．スポーツ推進委員協議会の活性化　オ．総合型地域スポーツクラブ
の活性化

③スポーツ施設に関する情報発信デジタル技術活用の推進 ア．ＩＣＴを活用した情報発信　ア．施設予約システムの検討・構築　イ．オンライン配信を活用したスポーツ教室等の検討・実施

②スポーツ団体間における連携の促進 ア．スポーツ団体間のネットワークの構築

③スポーツによる子育て支援団体との連携・協力
ア．スポーツ団体と放課後子ども教室や児童クラブとの連携・協力　イ．スポーツ推進委員や公認スポーツ指導者等と放課後子ども教室や児童クラブとの連
携・協力

④スポーツにおける連携強化と交流の促進 ア．広域的な地域間交流の促進　イ．企業スポーツとの連携・協力　イウ．国際スポーツ交流活動の推進

①デジタル技術活用の推進 ア．施設予約システムの検討・構築　イ．オンライン配信を活用したスポーツ教室等の検討・実施

②スポーツイベント等の情報発信 ア．市ホームページ、ＳＮＳ等を活用した情報の発信　イ．情報発信システムの改善

ア．保育園・幼稚園とスポーツ推進委員、公認スポーツ指導者等との連携の促進　イ．小学校とスポーツ団体の連携促進　ウ．中学校・高等学校とスポーツ
団体の連携の促進　エ．スポーツリーダーバンクの再構築【再掲】　オ．部活動における部活動指導員の育成・確保【再掲】　カ．学校施設開放によるス
ポーツ活動の場の提供【再掲】　キ．大学等とスポーツ団体の連携の促進

⑶スポーツ情報
　の充実

⑵選手強化施策の
　充実

①ジュニア期におけるアスリートの育成強化
ア．ジュニア期（小学生・中学生）アスリートの育成・支援　イ．小学生・中学生への大会派遣費補助（全国大会・中国大会）　ウ．国際スポーツ競技大会
出場者への激励金の贈呈　エ．企業スポーツとの連携による競技力向上

②トップアスリートの競技力の向上
ア．２０２０東京オリンピック・パラリンピックに向けた新たな選手強化・支援策の検討・実施　イア．国際スポーツ競技大会出場者への激励金の贈呈【再
掲】　ウイ．全国大会出場者への激励金の交付　ウ．企業スポーツとの連携による競技力向上【再掲】

ア．出雲全日本大学選抜駅伝競走の開催　イ．大相撲出雲場所の開催　ウ．なでしこリーグ戦の招致プロスポーツリーグ等の招致　エ．全国高等学校総合体
育大会柔道競技大会の開催（平成２８年度）　オエ．出雲くにびきマラソン大会の開催【再掲】　カオ．一畑薬師マラソン大会の開催【再掲】　キカ．和田
毅杯少年野球大会の開催【再掲】　クキ．スイムランin多伎への支援【再掲】　ケク．出雲の國ツーデーウオークへの支援【再掲】

②スポーツ活動によるシティセールスの推進
ア．出雲全日本大学選抜駅伝競走の開催【再掲】　イ．ディオッサ出雲ＦＣへの支援（なでしこリーグ戦の招致等）　ウ．スポーツ施設を活用した強化合宿
の誘致の検討・実施　エ．２０２０東京オリンピック・パラリンピックの事前キャンプ誘致の検討・実施　オ．ラグビーワールドカップ２０１９開催に向け
た事前キャンプ誘致の検討・実施

２ スポーツを
   担う人づくり

⑴指導者及びボラ
　ンティアの育成
　・確保

①スポーツ指導者の育成・確保
ア．スポーツ団体による講座・研修会等の開催　イ．スポーツリーダーバンクの再構築　ウ．部活動指導員の育成・確保【再掲】　エ．企業スポーツとの連
携による指導者育成

新計画の体系（案）

基
本
理
念
　
「

夢
を
育
み
、

人
を
結
び
、

ま
ち
が
輝
く
」

ス
ポ
ー

ツ
文
化
都
市
・
出
雲
の
創
造

１ スポーツが
　 あふれる
　 まちづくり

⑴ライフステージ
　に応じたスポー
　ツ活動の推進

②青少年期青少年前期（小学生）のスポーツ活動の推進《青少年前期（小
学生）》

３ スポーツを
   支えるネット
   ワークづくり

⑴スポーツ環境の
　充実

⑶⑷スポーツツーリ
　ズムの推進

①スポーツイベントの開催・支援

⑵学校等とスポー
　ツ団体の連携強
　化関係団体と
　の連携・協力

①学校等とスポーツ団体との連携

ア．学校体育の充実　イ．遊びやスポーツの大切さを伝える講座の実施【再掲】　ウ．親子・子ども同士でできるスポーツ活動の実施【再掲】　エ．スポー
ツ少年団等への加入促進　オ．スポーツ団体によるスポーツ教室の開催

⑵共生社会実現
　に向けたスポ
　ーツ活動の推進

①障がい者スポーツ活動の推進

⑵⑶各種スポーツ大
　会の充実 ③２０２０東京オリンピック・パラリンピックを契機としたスポーツの推

進のレガシー大会の開催
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現計画 新計画（案） 

 

 

１ 計画策定の趣旨 

  出雲市は、平成１８年３月に「出雲市スポーツ振興基本計画」を策定し、この計画

に基づきスポーツの振興に努めてきました。その間、少子化に伴う人口減少や情報通

信技術の発展、市民のライフスタイルの多様化など、市政を取り巻く状況は大きく変

化しており、スポーツ振興施策に関しても、こうした社会環境の変化や市民の価値観

の多様化、スポーツに対するニーズの高まりなどに、的確に対応していく必要があり

ます。 

 

 

 

  一方、国においては、「スポーツ振興法」を５０年ぶりに全部改正し、平成２３年

８月に「スポーツ基本法」が施行され、それに基づき子どものスポーツ機会の充実や

ライフステージに応じたスポーツ活動の推進等を掲げた「スポーツ基本計画」が策定

されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このような状況の中、本市の「出雲市スポーツ振興基本計画」の計画期間が終了し

たこともあいまって、今回、「出雲市スポーツ推進計画」を策定しようとするもので

す。 

 

 

１ 計画策定の趣旨 

  出雲市は、平成１８年３月に「出雲市スポーツ振興基本計画」を策定しました。、

この計画に基づきその後、スポーツの振興・発展を図るため、平成２８年５月に「出

雲市スポーツ推進計画」を策定し、スポーツの振興に努めてきました。その間、少子

化に伴う人口減少や情報通信技術の発展、市民のライフスタイルの多様化など、市政

を取り巻く状況は大きく変化しており、スポーツ振興施策に関しても、こうした社会

環境の変化や市民の価値観の多様化、スポーツに対するニーズの高まりなどに、的確

に対応していく必要があります。 

  スポーツ振興施策に関しても、こうした社会環境の変化や市民の価値観の多様化、

スポーツに対するニーズの高まりなどに、的確に対応していく必要があります。 

一方、国においては、「スポーツ振興法」を５０年ぶりに全部改正し、平成２３年

８月に「スポーツ基本法」が施行され、それに基づき子どものスポーツ機会の充実や

ライフステージに応じたスポーツ活動の推進等を掲げた「スポーツ基本計画」平成２

９年３月に、４つの基本方針「①スポーツで「人生」が変わる、②スポーツで「社会」

を変える、③スポーツで「世界」とつながる、④スポーツで「未来」を創る」を掲げ

た「第２期スポーツ基本計画」が策定されました。 

近年は、少子高齢化、情報通信技術の発展や市民のライフスタイル、価値観の多様

化など、様々な社会情勢の変化が急速に進むとともに、スポーツを取り巻く環境も大

きく変化しています。 

本市においても、令和６年春の開館を目指し、新体育館の整備を進めており、本市

におけるスポーツ環境も変化していく見込みです。 

また、令和１２年には、島根県で第８４回国民スポーツ大会及び第２９回全国障害

者スポーツ大会（以下、「島根県国スポ・障スポ」という。）が開催されることにな

っており、出雲市でも複数の競技が行われる予定です。この大会に向けても、選手育

成などの取り組みが非常に重要となります。 

このような状況の中、本市の「出雲市スポーツ振興基本計画」現行計画の計画期間

が終了したこともあいまって満了することに伴い、更なるスポーツ振興を目指し、市

民のニーズに的確に対応していくため、今回、「出雲市スポーツ推進計画第２期出雲

第１章 策定の趣旨 第１章 策定の趣旨 
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１ 出雲市スポーツ振興基本計画の検証 

  本市のスポーツ推進計画を策定するにあたり、平成２３年３月に策定した前計画の

実施状況を検証しました。その結果については、次のとおりであり、検証後の成果と

課題については、新計画に反映します。 

 

 

―略― 

 

 

 

 

１ 計画策定の意義 

  国が平成２４年３月に策定したスポーツ基本計画では、スポーツの意義を「スポー

ツは、人生をより豊かにし、充実したものとするとともに、人間の身体的・精神的な

欲求にこたえる世界共通の人類の文化の一つである。心身の両面に影響を与える文化

としてのスポーツは、明るく豊かで活力に満ちた社会の形成や個々人の心身の健全な

発達に必要不可欠なものであり、人々が生涯にわたってスポーツに親しむことは、極

めて大きな意義を有している。」としています。 

  

 

 

 

 

  本市においても、国が示しているスポーツが持つ意義を念頭におきながら、市のス

ポーツの振興・発展を図るため、スポーツ推進計画を策定しようとするものです。 

 

 

市スポーツ推進計画」を策定しようとするものです。 

 

 

 

１ 出雲市スポーツ振興基本推進計画の検証 

  本市のスポーツ推進計画を策定するにあ当たり、平成２３２８年３５月に策定した

前計画の実施状況を検証しました。その結果については、次のとおりであり、検証後

の成果と課題については、新計画に反映します。 

  検証結果については、次のとおりです。 

 

検証結果は別紙のとおり 

 

 

 

 

１ 計画策定の意義 

 国が平成２４２９年３月に策定したスポーツ基本計画では、スポーツの意義をにつ

いて「スポーツは、人生をより豊かにし、充実したものとするとともに、人間の身体

的・精神的な欲求にこたえる世界共通の人類の文化の一つである。心身の両面に影響

を与える文化としてのスポーツは、明るく豊かで活力に満ちた社会の形成や個々人の

心身の健全な発達に必要不可欠なものであり、人々が生涯にわたってスポーツに親し

むことは、極めて大きな意義を有している。スポーツは「世界共通の人類の文化」で

あり、国民の成熟した文化としてスポーツを一層根付かせ豊かな未来を創ることが、

スポーツ振興に携わる者の最大の使命である。スポーツの「楽しさ」「喜び」こそがス

ポーツの価値の中核であり、全ての人々が自発的にスポーツに取り組み自己実現を図

り、スポーツの力で輝くことにより、前向きで活力ある社会と、絆の強い世界を創る。」

としています。 

  本市においても、国が示しているスポーツが持つ意義を念頭におきながら、市のス

ポーツの振興・発展を図るため、スポーツ推進計画を策定しようとするものです。 

 

 

第２章 前計画の検証 

第３章 計画の基本的な考え方 

第２章 前計画の検証 

第３章 計画の基本的な考え方 
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２ 計画の位置づけ 

  本計画は、「２１世紀出雲スポーツのまちづくり条例」に基づくものであり、かつ、

本市の総合振興計画である新たな出雲の國づくり計画「出雲未来図」の下位計画に位

置付けます。 

  また、本計画は、スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）第１０条の規定に基

づく「地方スポーツ推進計画」にあたるものです。 

 

 

３ 計画の基本理念 

 

 

 

 

  を基本理念とします。（「２１世紀出雲スポーツのまちづくり条例」から） 

 

 

４ 計画の基本目標 

  本計画の基本理念である『「夢を育み、人を結び、まちが輝く」スポーツ文化都市・

出雲の創造』の実現のため、次の３つの基本目標により計画的に諸施策を推進します。 

 

 ⑴ スポーツがあふれるまちづくり 

   市民の一人ひとりがそれぞれのライフステージに応じて、主体的・継続的にスポ

ーツを楽しみ、市民がいつまでもいきいきと暮らすことができるよう、それぞれの

体力や年齢、技術、興味、目的に応じて、いつでも、どこでも、いつまでもスポー

ツに触れることができる生涯スポーツ社会の実現をめざします。 

   また、ライフステージに応じたスポーツ活動を推進するため、市民がスポーツの

実践活動を披露する場としての競技スポーツ大会や、市民の健康づくりや市民相互

の交流を促進する市民参加型のスポーツイベント・スポーツ教室などを、スポーツ

団体との連携により開催します。 

   

 

２ 計画の位置づけ 

  本計画は、「２１世紀出雲スポーツのまちづくり条例」に基づくものであり、かつ、

本市の総合振興計画である新たな出雲の國づくり計画「出雲未来図」の下位計画に位

置付けます。 

  また、本計画は、スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）第１０条の規定に基

づく「地方スポーツ推進計画」にあ当たるものです。 

 

 

３ 計画の基本理念 

 

 

 

 

を基本理念とします。（「２１世紀出雲スポーツのまちづくり条例」から） 

 

 

４ 計画の基本目標 

  本計画の基本理念である『「夢を育み、人を結び、まちが輝く」スポーツ文化都市・

出雲の創造』の実現のため、次の３つの基本目標により計画的に諸施策を推進します。 

 

⑴ スポーツがあふれるまちづくり 

市民の一人ひとりがそれぞれのライフステージに応じて、主体的・継続的にスポ

ーツを楽しみ、市民がいつまでもいきいきと暮らすことができるよう、それぞれの

体力や年齢、技術、興味、目的に応じて、いつでも、どこでも、いつまでもスポー

ツに触れることができる生涯スポーツ社会の実現をめざ目指します。 

   また、ライフステージに応じたスポーツ活動を推進するため、市民がスポーツの

実践活動を披露する場としての競技スポーツ大会や、市民の健康づくりや市民相互

の交流を促進する市民参加型のスポーツイベント・スポーツ教室などを、スポーツ

団体や企業スポーツとの連携により開催します。 

   加えて、誰でもスポーツを楽しみ、いつまでも続けられることができるよう、多

様化するスポーツ種目の体験機会の創出や、障がい者スポーツの普及促進を図りま

「夢を育み、人を結び、まちが輝く」スポーツ文化都市・出雲の創造 「夢を育み、人を結び、まちが輝く」スポーツ文化都市・出雲の創造 
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 さらに、普段触れる機会が少ないプロスポーツやトップアスリートのプレーを間

近で観戦できる機会や、トップアスリートなどと触れ合うことができる機会の提供

に努めるとともに、スポーツイベント等と観光を組み合せたスポーツツーリズムを

推進するなど、「スポーツがあふれるまちづくり」をめざします。 

 

 ⑵ スポーツを担う人づくり 

   市民が生涯にわたって自主的・主体的にスポーツに取り組むことができる社会を

実現するためには、何よりもスポーツを支える指導者の確保・育成が必要となりま

す。 

   一方で、各スポーツ団体においても、指導者の高齢化が進むとともに、指導者が

減少傾向にあり、新たな人材の確保とその育成が喫緊の課題となっています。 

 

   このため、Ｕ・Ｉターンも視野に入れた指導者の確保と育成に取り組みます。 

    

 

また、市が委嘱しているスポーツ推進委員は、スポーツの振興やスポーツ活動の

活動の拡大に寄与していただいており、更なる資質向上を図ります。 

 

   さらに、各スポーツ団体において、役員や会員の高齢化と人材不足も問題となっ

ており、このことは、スポーツ大会やスポーツイベントの運営にも影響を与えてい

ます。したがって、それらの運営を支えるボランティアの育成・確保に努めていき

ます。 

   他方、オリンピック、世界大会などのトップレベルの大会やプロスポーツでの地

元出身選手等の活躍は、市民に感動、勇気そして夢を与えてくれるものです。 

   ２０２０東京オリンピック・パラリンピックの開催を迎える中で、世界の舞台で

活躍できる選手が数多く誕生するよう支援していきます。 

 

 

 

 ⑶ スポーツを支えるネットワークづくり 

す。 

   さらに、普段触れる機会が少ないプロスポーツやトップアスリートのプレーを間

近で観戦できる機会や、トップアスリートなどと触れ合うことができる機会の提供

に努めるとともに、スポーツイベント等と観光を組み合せたスポーツツーリズムを

推進するなど、「スポーツがあふれるまちづくり」をめざ目指します。 

 

⑵ スポーツを担う人づくり 

市民が生涯にわたって自主的・主体的にスポーツに取り組むことができる社会を

実現するためには、何よりもスポーツを支える指導者の確保・育成が必要となりま

す。 

一方で、各スポーツ団体及び学校における指導者については、においても、指導

者の高齢化が進むとともに、指導者が減少傾向にあり、新たな人材の確保とその育

成が喫緊の課題となっています。 

   このため、Ｕ・Ｉターンも視野に入れたスポーツリーダーバンクの再構築を検討

するとともに、企業スポーツなどとの連携により、部活動指導者を含めた指導者の

確保と育成に取り組みます。 

   また、市が委嘱しているスポーツ推進委員は、スポーツの振興やスポーツ活動の

活動の拡大に寄与していただいており、更なる資質向上を図りますスポーツ指導者

としての確保と育成に努めます。 

   さらに、各スポーツ団体において、役員や会員の高齢化と人材不足も問題となっ

ており、このことは、スポーツ大会やスポーツイベントの運営にも影響を与えてい

ます。したがって、それらの島根県国スポ・障スポも見据え、スポーツ大会やスポ

ーツイベントの運営を支えるボランティアの育成・確保に努めていきます。 

   他方、オリンピック・パラリンピック、世界大会などのトップレベルの大会やプ

ロスポーツでの地元出身選手等の活躍は、市民に感動、勇気そして夢を与えてくれ

るものです。 

２０２０東京オリンピック・パラリンピックの開催を迎える中で各スポーツ団体

や企業スポーツとの連携も図りながら、全国をはじめ、世界の舞台で活躍できる選

手が数多く誕生するよう支援していきます。 

 

⑶ スポーツを支えるネットワークづくり 
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   本市には、出雲健康公園出雲ドーム、宍道湖公園湖遊館など、他の自治体にはな

い特色ある施設があるほか、島根県立浜山公園スポーツ施設を含め、スポーツ施設

の充実度は県内トップクラスとなっています。 

 

 

 

   しかしながら、築後４０年以上が経過し、耐震性、安全性等に問題がある施設も

あり、老朽化が進んでいます。 

   このため、既存施設の長寿命化や効果的・効率的な施設運営等に取り組むととも

に、本市の新たなシンボルとなる新体育館の建設やサッカー場の人工芝生化など、

新たなスポーツ施設整備にも取り組み、スポーツ環境の充実を図ります。 

 

   市内では、各スポーツ団体において様々なスポーツ活動が展開されています。今

後、更なるスポーツの振興を図るため、それらの団体の組織強化を行うとともに、

役割や機能を十分に発揮できるよう、これらのネットワーク化を図ります。 

   他方、学校現場では、学校部活動の指導者が減少傾向にある反面、児童・生徒の

スポーツに対するニーズは多様化しています。 

   このような状況の中、学校等とスポーツ団体が連携して指導者の確保をめざすな

ど、学校等とスポーツ団体とのネットワークづくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 計画の期間 

  本計画は、新たな出雲の國づくり計画「出雲未来図」の計画期間である平成３３年

度（２０２１）までとします。 

 

本市には、出雲健康公園出雲ドーム、宍道湖公園湖遊館など、他の自治体にはな

い特色ある施設があるほか、島根県立浜山公園スポーツ施設を含め、スポーツ施設

の充実度は県内トップクラスとなっています。 

   また、令和６年春には、新体育館の開館を予定しており、市民が気軽にスポーツ、

体力づくりができ、市大会等が開催できる、市の拠点体育館としての役割を期待さ

れています。 

   しかしながら、一方で、築後４０年以上が経過し、老朽化による修繕が必要な施

設もあります。耐震性、安全性等に問題がある施設もあり、老朽化が進んでいます。 

   このため、既存施設の長寿命化や効果的・効率的な施設運営等に取り組むととも

に、本市の新たなシンボルとなる新体育館の建設やサッカー場の人工芝生化など、

新たなスポーツ施設整備にも取り組み、市民が生涯にわたり継続してスポーツに取

り組めるスポーツ環境の充実を図ります。 

   市内では、各スポーツ団体において様々なスポーツ活動が展開されています。今

後、更なるスポーツの振興を図るため、それらの団体の組織強化を行うとともに、

役割や機能を十分に発揮できるよう、これらのネットワーク化を図ります。 

   他方また、学校現場では、学校部活動の指導者が減少傾向にの確保等に課題があ

る反面、児童・生徒のスポーツに対するニーズは多様化しています。 

   このような状況の中、このことから、学校等とスポーツ団体が連携して指導者の

確保をめざ目指す体制構築など、学校等とスポーツ団体とのネットワークづくりを

も推進します。 

   加えて、市民がプロスポーツ等に触れる機会を設けるなど、スポーツに取り組む

機運醸成を図るため、民間企業等との連携、協力も進めていきます。 

   他方、近年は、情報通信技術の発達により、市民の情報の入手方法が変化してい

ます。本市においても、ＳＮＳやデジタル技術を活用し、スポーツ情報の発信強化

や、施設利用における利便性向上を図ります。 

 

 

５ 計画の期間 

  本計画は、新たな出雲の國づくり計画「出雲未来図」の計画期間である平成３３年

度（２０２１）までとします。令和４年度（２０２２）から令和８年度（２０２７）

までの５年間とします。 
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６ 計画におけるスポーツの定義 

  スポーツ基本法において、「スポーツは、心身の健全な発達、健康及び体力の保持

増進、精神的な充足感の獲得、自律心その他の精神の涵
かん

養等のために個人又は集団で

行われる運動競技その他の身体活動であり、今日、国民が生涯にわたり心身ともに健

康で文化的な生活を営む上で不可欠のものとなっている。」とされています。 

  また、国のスポーツ基本計画においては、「スポーツには、オリンピック・パラリ

ンピック競技種目のようなものだけでなく、野外活動やスポーツ・レクリエーション

活動も含まれる。」とされています。 

  これらを踏まえて、出雲市スポーツ推進計画においては、競技スポーツや生涯スポ

ーツだけでなく、鬼ごっこのような遊びも含めた、身体活動を伴う幅広い活動をスポ

ーツと定義します。 

  このように、幅広い身体活動をスポーツと定義し、市民のライフステージに応じた

スポーツ活動の推進に取り組みます。 
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６ 施策の体系 

   施策の体系は、下表のとおりとします。 

 

[施策体系] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６７ 施策の体系 

   施策の体系は、下表のとおりとします。 

 

[施策体系] 
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１ スポーツがあふれるまちづくり 

 

  【基本目標】          【基本方針】 

   スポーツがあふれるまちづくり  ⑴ ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 

 

                   ⑵ 各種スポーツ大会の充実 

 

                   ⑶ スポーツツーリズムの推進 

 

 

 

 

 ⑴ ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 

   ライフステージを「幼年期（未就学児）」、「青少年期（前期：小学生、後期：中学

生～高校生）」、「成年期（１９歳～６４歳）」、「高齢期（６５歳以上）」、「障がい者」

に区分し、それぞれに応じたスポーツ活動を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ スポーツがあふれるまちづくり 

 

  【基本目標】          【基本方針】 

   スポーツがあふれるまちづくり  ⑴ ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 

 

                   ⑵ 共生社会実現に向けたスポーツ活動の推進 

 

                   ⑵⑶ 各種スポーツ大会の充実 

 

                   ⑶⑷ スポーツツーリズムの推進          

 

 

⑴ ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 

  ライフステージを「幼年期（未就学児）」、「青少年期（前期：（小学生）」、「青少年

後期：（中学生～高校生）」、「成年期（１９歳～６４歳）」、「高齢期（６５歳以上）」、

「障がい者」に区分し、それぞれに応じたスポーツ活動を推進します。 

 

第４章 具体的施策 第４章 具体的施策 
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  ① 幼年期のスポーツ活動の推進（未就学児） 

    幼児期からスポーツに親しむことは、生涯にわたって健康や体力を保持増進し

ていくための基礎となることから、スポーツの楽しさを伝える機会を提供し、体

力の向上を図ります。 

    また、幼年期は、親子でのスポーツ活動が重要であることから、親子でできる

スポーツ活動を実施するなど、スポーツの楽しさや大切さを伝える機会を提供し

ます。 

    ア 遊びやスポーツの楽しさ、大切さを伝える講座の実施 

    イ 親子・子ども同士でできるスポーツ活動の実施 

 

  ② 青少年期のスポーツ活動の推進（小学生～高校生） 

   《青少年前期（小学生）》 

    青少年前期は、心身の健全な発育のための重要な時期であるとともに、スポー

ツ活動をとおして、社会性を身に付けていくことが期待できる時期でもあります。 

    他方、市内の小学生は、スポーツをするとしないの二極化などにより、全般的

に体力が低下している状況にあります。 

    このため、学校体育の充実を図るとともに、友だちといろいろな運動が体験で

きる機会を提供し、体力の向上を図ります。 

    ア 学校体育の充実 

    イ 遊びやスポーツの大切さを伝える講座の実施【再掲】 

    ウ 親子・子ども同士でできるスポーツ活動の実施【再掲】 

    エ スポーツ少年団等への加入促進 

    オ スポーツ団体によるスポーツ教室の開催 

 

   《青少年後期》（中学生～高校生） 

    青少年後期は、心身ともに大人へと成長する時期であり、丈夫な身体をつくり

あげるための大切な時期です。中学校・高校の体育授業や部活動の更なる充実を

図るとともに、地域のスポーツ活動も重要であることから、各スポーツ団体等が

連携・協力し、スポーツ活動を実践できる環境づくりを促進します。 

 

 

  ① 幼年期のスポーツ活動の推進（未就学児） 

    幼児年期からスポーツに親しむことは、生涯にわたって健康や体力を保持増進

していくための基礎となることから、スポーツの楽しさを伝える機会を提供し、

体力の向上を図ります。 

    また、幼年期は、親子でのスポーツ活動が重要であることから、親子でできる

スポーツ活動を実施するなど、スポーツの楽しさや大切さを伝える機会を提供し

ます。 

    ア 遊びやスポーツの楽しさ、大切さを伝える講座の実施 

    イ 親子・子ども同士でできるスポーツ活動の実施 

 

  ② 青少年前期のスポーツ活動の推進（小学生～高校生） 

   《青少年前期（小学生）》 

    青少年前期は、心身の健全な発育のための重要な時期であるとともに、スポー 

   ツ活動をとおして、社会性を身に付けていくことが期待できる時期でもあります。 

    他方、市内の小学生は、スポーツをするとしないの二極化などにより、全般的

に体力が低下している状況にあります。 

    このため、学校体育の充実を図るとともに、友だちといろいろな運動が体験でき

る機会を提供し、体力の向上を図ります。 

    ア 学校体育の充実 

    イ 遊びやスポーツの大切さを伝える講座の実施【再掲】 

    ウ 親子・子ども同士でできるスポーツ活動の実施【再掲】 

    エ スポーツ少年団等への加入促進 

    オ スポーツ団体によるスポーツ教室の開催 

 

③《青少年後期》のスポーツ活動の推進（中学生～高校生） 

    青少年後期は、心身ともに大人へと成長する時期であり、丈夫な身体をつくり

あげるための大切な時期です。中学校・高校の体育授業や部活動の更なる充実を

図るとともに、部活動改革に伴う部活動指導員の育成・確保を図ります。また、様々

なスポーツに親しむためには、地域のスポーツ活動へ参加することも重要であるこ

とから、各スポーツ団体等が連携・協力し、スポーツ活動を実践できる環境づく

りを促進します。 
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    ア 学校体育（体育授業・部活動）の充実 

    イ 中学生・高校生をとりまく社会体育環境の充実 

 

 

  ③ 成年期のスポーツ活動の推進（１９歳～６４歳） 

    成年期は、生活の変化により、スポーツ活動を行う時間の確保が難しくなりま

す。継続的にスポーツに取り組むことで健康の保持増進を図ることができるよう、

それぞれの興味・関心に応じて積極的にスポーツ活動に取り組むことがきる機会

を提供します。 

    ア 競技スポーツの推進 

    イ 生涯スポーツの推進 

    ウ ニュースポーツの推進 

    エ 健康増進・体力づくり教室等の開催 

 

  ④ 高齢期のスポーツ活動の推進（６５歳以上） 

    高齢期は、外出の機会が少なくなり、社会的な関わりを持つことも少なくなり

ます。 

    高齢者がいつまでも元気な生活をおくることができるよう、スポーツの大切さ

を啓発するとともにスポーツ活動への参加機会を提供し、健康の保持増進を図り

ます。 

    ア 生涯スポーツの推進【再掲】 

    イ 健康増進・体力づくり教室等の開催【再掲】 

    ウ ニュースポーツの推進【再掲】 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ア 学校体育（体育授業・部活動）の充実 

    イ 部活動指導員の育成・確保 

イウ 中学生・高校生をとりまく社会体育環境の充実 

 

  ③④ 成年期のスポーツ活動の推進（１９歳～６４歳） 

    成年期は、生活の変化により、スポーツ活動を行う時間の確保が難しくなりま

す。継続的にスポーツに取り組むことで健康の保持増進を図ることができるよう、

それぞれの興味・関心に応じて積極的にスポーツ活動に取り組むことがきる機会

を提供します。 

    ア 競技スポーツの推進 

    イ 生涯スポーツの推進 

    ウ ニュースポーツの推進 

    エ 健康増進・体力づくり教室等の開催 

 

  ④⑤ 高齢期のスポーツ活動の推進（６５歳以上） 

    高齢期は、外出の機会が少なくなり、社会的な関わりを持つことも少なくなり

ます。 

    高齢者がいつまでも元気な生活をおくることができるよう、スポーツの大切さ

を啓発するとともにスポーツ活動への参加機会を提供し、健康の保持増進を図り

ます。 

    ア 生涯スポーツの推進【再掲】 

    イ 健康増進・体力づくり教室等の開催【再掲】 

    ウ ニュースポーツの推進【再掲】 

 

⑵ 共生社会実現に向けたスポーツ活動の推進 

障がいの有無、性別、年齢、国籍のなどの多様性を認め合う共生社会の実現に向

けて、障がい者スポーツ活動の推進や、多様性を認め合い、誰もがスポーツを楽し

めるよう、多様なスポーツに取り組むことができる機会を提供し、スポーツ活動を

推進します。 

また、令和１２年（２０３０）には、島根県において全国障害者スポーツ大会が

開催される予定であり、その大会を見据えた障がい者スポーツの普及促進が必要で
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  ⑤ 障がい者のスポーツ活動の推進 

    障がいのある人のスポーツ活動の推進については、障がいのある人が自主的か

つ積極的にスポーツ活動に取り組むことができる機会を提供します。 

    ア 障がい者のスポーツ活動の推進 

    イ スポーツ交流の場の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 各種スポーツ大会の充実 

   市民が、生涯にわたりスポーツに親しみ、スポーツをとおして市民相互の交流と

一体感の醸成が図れるよう、スポーツ大会やスポーツイベントを引き続き開催しま

す。 

   また、世界最大のスポーツの祭典である２０２０東京オリンピック・パラリンピ

ックの開催が決定しました。その開催を契機とした、スポーツ大会・スポーツイベ

ントの実施について取組を進めていきます。 

 

  ① スポーツ団体による各種スポーツ大会の開催 

    市民のスポーツ活動の成果発表の場・交流の場として各種スポーツ大会を開催

し、もって更なるスポーツの推進を図ります。 

    また、子どもたちに夢を与え、競技力の向上と競技人口の拡大を図るため、地

元出身選手の名を冠とした大会など特色ある事業を展開していきます。 

す。 

 

⑤① 障がい者のスポーツ活動の推進 

    障がいのある人のスポーツ活動の推進については、障がいのある人が自主的か

つ積極的にスポーツ活動に取り組むことができる機会を提供します。 

    また、全国障害者スポーツ大会を見据えた障がい者スポーツの普及を促進しま

す。 

    ア 障がい者のスポーツ活動の推進 

    イ スポーツ交流の場の確保 

    ウ 全国障害者スポーツ大会を見据えた障がい者スポーツの普及促進 

 

  ② 多様性を認め合うスポーツ活動の推進 

障がいの有無、性別、年齢、国籍などの多様性を認め合うスポーツ活動の推進

については、誰もが、スポーツを楽しめるように、多様性を認め合うとともに、

多様なスポーツを体験する機会を創出し、スポーツ活動を推進します。 

    ア 多様性を認め合うスポーツ活動の推進 

    イ 多様なスポーツの体験機会の創出 

 

⑵⑶ 各種スポーツ大会の充実 

市民が、生涯にわたりスポーツに親しみ、スポーツをとおして市民相互の交流と

一体感の醸成が図れるよう、スポーツ団体による各種大会や、市民参加型のスポー

ツ大会やスポーツイベントを引き続き開催します。 

また、世界最大のスポーツの祭典である２０２０東京オリンピック・パラリンピ

ックの開催が決定しました。その開催を契機とした、スポーツ大会・スポーツイベ

ントの実施について取組を進めていきます。 

 

 ① スポーツ団体による各種スポーツ大会の開催 

    市民のスポーツ活動の成果発表の場・交流の場として各種スポーツ大会を開催

し、もって更なるスポーツの推進を図ります。 

    また、子どもたちに夢を与え、競技力の向上と競技人口の拡大を図るため、地

元出身選手の名を冠とした大会など特色ある事業を展開していきます。 
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    ア スポーツ団体による各種スポーツ大会の開催 

    イ 和田毅杯少年野球大会の開催 

    ウ 吉岡隆徳記念出雲陸上競技大会の開催 

 

  ② 市民参加型スポーツ大会の開催・支援 

    市民が、生涯にわたりスポーツに親しむとともに、体力づくりや健康増進を図

るため、出雲くにびきマラソン大会や一畑薬師マラソン大会など、市民参加型ス

ポーツ大会を引き続き開催していきます。 

    ア 出雲くにびきマラソン大会の開催 

    イ 一畑薬師マラソン大会の開催 

    ウ スイムラン in多伎への支援 

    エ 出雲の國ツーデーウオークへの支援 

 

  ③ ２０２０東京オリンピック・パラリンピックを契機としたスポーツの推進 

    ２０２０東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機としたスポーツ大会

等について検討・実施します。 

   ア ２０２０東京オリンピック・パラリンピックを記念したスポーツ大会等の検

討・実施 

 

  ④ 各種スポーツ大会の情報発信 

    市民が、各種スポーツ大会の情報を得やすくするため、広報紙や市ホームペー

ジにより、各種スポーツ大会の情報を提供するとともに、より利便性を高めるた

め、ホームページの改善を進めます。 

    ア 広報紙や市ホームページによる情報の発信 

    イ 情報発信システムの改善 

 

 ⑶ スポーツツーリズムの推進 

   近年、スポーツイベント等と観光を組み合わせた「スポーツツーリズム」が、新

しい観光客誘致策として注目を集めています。 

   本市には、島根県立浜山公園や出雲健康公園など､多種目の競技に対応した公共ス

ポーツ施設を有しています。また、豊かな自然の中で、スポーツを楽しめる環境に

    ア スポーツ団体による各種スポーツ大会の開催 

    イ 和田毅杯少年野球大会の開催 

    ウ 吉岡隆徳記念出雲陸上競技大会の開催 

 

  ② 市民参加型スポーツ大会の開催・支援 

    市民が、生涯にわたりスポーツに親しむとともに、体力づくりや健康増進を図

るため、出雲くにびきマラソン大会や一畑薬師マラソン大会など、市民参加型ス

ポーツ大会を引き続き開催していきます。 

    ア 出雲くにびきマラソン大会の開催 

    イ 一畑薬師マラソン大会の開催 

    ウ スイムラン in多伎への支援 

    エ 出雲の國ツーデーウオークへの支援 

 

③ ２０２０東京オリンピック・パラリンピックを契機としたスポーツの推進 

    ２０２０東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機としたスポーツ大会

等について検討・実施します。 

   ア ２０２０東京オリンピック・パラリンピックを記念したスポーツ大会等の検

討・実施 

 

  ④ 各種スポーツ大会の情報発信 

    市民が、各種スポーツ大会の情報を得やすくするため、広報紙や市ホームペー

ジにより、各種スポーツ大会の情報を提供するとともに、より利便性を高めるた

め、ホームページの改善を進めます。 

    ア 広報紙や市ホームページによる情報の発信 

    イ 情報発信システムの改善 

 

⑶⑷ スポーツツーリズムの推進 

近年、スポーツイベント等と観光を組み合わせた「スポーツツーリズム」が、新

しい観光客誘致策として注目を集めています。 

スポーツツーリズムは、「スポーツ」と「観光」を結びつけることで、スポーツの

観戦や参加するだけではなく、周辺の観光や地域の人々との交流も付加し、交流人
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あります。これらの施設や自然環境を活用して、スポーツイベントの開催や合宿誘

致などの取組を進めます。 

 

 

 

 

 

  ① スポーツイベントの開催・支援 

    本市では、出雲全日本大学選抜駅伝競走や出雲くにびきマラソン大会などのス

ポーツイベントを開催しています。今後も、こうしたスポーツツーリズムに資す

るスポーツイベントの開催・支援に取り組みます。 

    ア 出雲全日本大学選抜駅伝競走の開催 

    イ 大相撲出雲場所の開催（３年に１回開催） 

    ウ なでしこリーグ戦の招致 

    エ 全国高等学校総合体育大会柔道競技大会の開催（平成２８年度） 

    オ 出雲くにびきマラソン大会の開催【再掲】 

    カ 一畑薬師マラソン大会の開催【再掲】 

    キ 和田毅杯少年野球大会の開催【再掲】 

    ク スイムラン in 多伎への支援【再掲】 

    ケ 出雲の國ツーデーウオークへの支援【再掲】 

 

  ② スポーツ活動によるシティセールスの推進 

    出雲全日本大学選抜駅伝競走は、本市が推進するシティセールスに資するスポ

ーツイベントであり、引き続き実施します。 

    また、本市を活動拠点として、なでしこリーグ参戦をめざすディオッサ出雲Ｆ．

Ｃ．についても、シティセールスの視点から、更には市民の一体感の醸成と地域

の活性化を図ることからも、引き続き支援していきます。 

 

    さらに、スポーツ施設を活用した強化合宿の誘致について検討するとともに、

ラグビーワールドカップ２０１９や２０２０東京オリンピック・パラリンピック

の事前キャンプについて、県と情報を共有しながら、合宿誘致に向けた取組を進

口の増加や地域活性化につなげるものです。 

本市には、島根県立浜山公園や出雲健康公園など､多種目の競技に対応した公共ス

ポーツ施設を有しています。また、豊かな自然の中で、スポーツを楽しめる環境に

あります。これらの施設や自然環境を活用して、スポーツツーリズムやシティセー

ルスに資するスポーツイベントの開催や合宿、プロスポーツリーグ戦等の誘致招致

などの取組を進めます。 

 

① スポーツイベントの開催・支援 

    本市では、出雲全日本大学選抜駅伝競走や出雲くにびきマラソン大会などのス

ポーツイベントを開催しています。今後も、こうしたスポーツツーリズムに資す

るスポーツイベントの開催・支援に取り組みます。 

    ア 出雲全日本大学選抜駅伝競走の開催 

    イ 大相撲出雲場所の開催（３年に１回開催） 

    ウ なでしこリーグ戦プロスポーツリーグ戦等の招致 

    エ 全国高等学校総合体育大会柔道競技大会の開催（平成２８年度） 

    オエ 出雲くにびきマラソン大会の開催【再掲】 

    カオ 一畑薬師マラソン大会の開催【再掲】 

    キカ 和田毅杯少年野球大会の開催【再掲】 

    クキ スイムラン in 多伎への支援【再掲】 

    ケク 出雲の國ツーデーウオークへの支援【再掲】 

 

  ② スポーツ活動によるシティセールスの推進 

    出雲全日本大学選抜駅伝競走は、本市が推進するシティセールスに資するスポ

ーツイベントであり、引き続き実施します。 

    また、本市を活動拠点として、なでしこ女子プロサッカーリーグ「ＷＥリーグ」

参戦をめざ目指すディオッサ出雲Ｆ．Ｃ．についても、シティセールスの視点か

ら、更には市民の一体感の醸成と地域の活性化を図ることからも、引き続き支援

していきます。 

    さらに、スポーツ施設を活用した強化合宿の誘致について検討するとともに、

ラグビーワールドカップ２０１９や２０２０東京オリンピック・パラリンピック

の事前キャンプについて、県と情報を共有しながら、合宿誘致に向けた取組を進
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めます。 

    ア 出雲全日本大学選抜駅伝競走の開催【再掲】 

    イ ディオッサ出雲Ｆ．Ｃ．への支援（なでしこリーグ戦の招致等） 

    ウ スポーツ施設を活用した強化合宿の誘致の検討・実施 

    エ ２０２０東京オリンピック・パラリンピックの事前キャンプ誘致の検討・ 

     実施 

    オ ラグビーワールドカップ２０１９開催に向けた事前キャンプ誘致の検討・ 

     実施 

 

  ③ スポーツイベントの情報発信 

    市民が、スポーツイベントの情報を収集しやすくするため、広報紙や市ホーム

ページにより、スポーツイベントの情報を提供するとともに、より利便性を高め

るホームページの改善に取り組みます。 

    ア 広報紙や市ホームページを活用した情報の発信【再掲】 

    イ 情報発信システムの改善【再掲】 

 

 

２ スポーツを担う人づくり 

 

  【基本目標】          【基本方針】 

   スポーツを担う人づくり     ⑴ 指導者及びボランティアの育成 

  

                   ⑵ 選手強化施策の充実 

 

 

 ⑴ 指導者及びボランティアの育成 

   スポーツ団体における指導者不足が叫ばれる中、それぞれのスポーツ団体が主体

的に指導者の育成・確保に取り組むとともに、市は、スポーツリーダーバンクを再

構築するなど、市とスポーツ団体が連携して、新たな指導者の育成・確保に努めて

いきます。 

  

  また、市が委嘱しているスポーツ推進委員は、地域スポーツのコーディネーター

めますを行い、実施を目指します。 

    ア 出雲全日本大学選抜駅伝競走の開催【再掲】 

    イ ディオッサ出雲Ｆ．Ｃ．への支援（なでしこリーグ戦の招致等） 

    ウ スポーツ施設を活用した強化合宿の誘致の検討・実施 

    エ ２０２０東京オリンピック・パラリンピックの事前キャンプ誘致の検討・ 

     実施 

    オ ラグビーワールドカップ２０１９開催に向けた事前キャンプ誘致の検討・ 

     実施 

 

  ③ スポーツイベントの情報発信 

    市民が、スポーツイベントの情報を収集しやすくするため、広報紙や市ホーム

ページにより、スポーツイベントの情報を提供するとともに、より利便性を高め

るホームページの改善に取り組みます。 

    ア 広報紙や市ホームページを活用した情報の発信【再掲】 

    イ 情報発信システムの改善【再掲】 

 

 

２ スポーツを担う人づくり 

 

  【基本目標】          【基本方針】 

   スポーツを担う人づくり     ⑴ 指導者及びボランティアの育成・確保 

 

                   ⑵ 選手強化施策の充実 

 

 

 ⑴ 指導者及びボランティアの育成 

   スポーツ団体における指導者不足が叫ばれる中、それぞれのスポーツ団体が主体

的に指導者の育成・確保に取り組むとともに、市は、スポーツリーダーバンクをの

再構築や部活動指導者の育成・確保に向け検討を行い、企業スポーツとの連携によ

り指導者教室を開催するなど、市とスポーツ団体が連携して、新たな指導者の育成・

確保に努めていきます。 

   また、市が委嘱しているスポーツ推進委員は、地域スポーツのコーディネーター
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などの役割を担っており、スポーツ指導者としての更なる資質向上が求められます。 

 

   このほか、市が開催するスポーツ大会やスポーツイベントを開催するうえで、ス

ポーツボランティアの協力は不可欠であることから、スポーツボランティアの確保

にも努めます。 

 

  ① 指導者の育成・確保 

    指導者不足を解消するため、スポーツ団体は、指導者の育成に資する講座・研

修会など、引き続き開催していきます。 

    一方、市は、スポーツリーダーバンクの再構築を進めていきます。 

    ア スポーツ団体による講座・研修会等の開催 

    イ スポーツリーダーバンクの再構築 

 

 

 

  ② Ｕ・Iターンによる優秀な指導者の確保・発掘 

    指導者の充実と競技力の向上をめざしていくため、優秀な指導者の確保・発掘

に努めます。 

    しかしながら、指導者の確保にあたっては、市内だけでは難しいと考えられる

ことから、Ｕ・Ｉターンも取り入れ、県や市の定住支援施策を活用し、指導者の

確保に努めます。 

    ア Ｕ・Ｉターンによる優秀指導者の確保・発掘 

 

  ③ スポーツ推進委員の資質向上 

    スポーツ推進委員の資質向上を図るため、市は研修会を開催するとともに、国・

県の協議会が開催する研修会への参加についても支援します。 

    ア スポーツ推進委員研修会の開催 

    イ 各種研修会への参加とその支援 

 

  ④ スポーツボランティアの確保 

    スポーツイベントやスポーツ大会を開催するうえで、ボランティアの確保も重

などの役割を担っており、スポーツ指導者としての更なる資質向上育成・確保が求

められます。 

   このほか、市が開催するスポーツ大会やスポーツイベントを開催するうえで、ス

ポーツボランティアの協力は不可欠であることから、スポーツボランティアの確保

にも努めます。 

 

  ① スポーツ指導者の育成・確保 

    指導者不足を解消するため、スポーツ団体は、指導者の育成に資する講座・研

修会など、引き続き開催していきます。 

    一方、市は、スポーツリーダーバンクの再構築を進めていきます。 

    ア スポーツ団体による講座・研修会等の開催 

    イ スポーツリーダーバンクの再構築 

ウ 部活動指導者の育成・確保【再掲】 

    エ 企業スポーツとの連携による指導者育成 

 

  ② Ｕ・Iターンによる優秀な指導者の確保・発掘 

    指導者の充実と競技力の向上をめざしていくため、優秀な指導者の確保・発掘

に努めます。 

    しかしながら、指導者の確保にあたっては、市内だけでは難しいと考えられる

ことから、Ｕ・Ｉターンも取り入れ、県や市の定住支援施策を活用し、指導者の

確保に努めます。 

    ア Ｕ・Ｉターンによる優秀指導者の確保・発掘 

 

  ③② スポーツ推進委員の資質向上育成・確保 

    スポーツ推進委員の資質向上育成・確保を図るため、市は研修会を開催すると

ともに、国・県の協議会が開催する研修会への参加についても支援します。 

    ア スポーツ推進委員研修会の開催 

    イ 各種研修会への参加とその支援 

 

  ④③ スポーツボランティアの確保 

    スポーツイベントやスポーツ大会を開催するうえで、ボランティアの確保も重
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要です。このため、各ボランティア団体と連携し、また、企業の地域貢献として

のボランティア活動も活用しながら、スポーツボランティアの確保に努めます。 

    ア ボランティア団体との連携によるスポーツボランティアの確保 

    イ 企業ボランティアの活用 

 

 ⑵ 選手強化施策の充実 

   本市出身の者または本市にゆかりのある者が、全国の大会や国際大会で活躍する

こと、オリンピックで活躍することは、市民にとって誇りであり、夢や感動を与え

るとともに、スポーツへの関心・意欲を高めることにも繋がります。 

 

 

   このため、特に、ジュニア期（小学生・中学生）に着目した育成強化に取り組む

とともに、東京オリンピック・パラリンピックの出場をめざしているアスリートに

対して支援するなど、アスリートの育成や支援に積極的に取り組んでいきます。 

 

 

  ① ジュニア期におけるアスリートの育成強化 

    全国や世界で活躍できるアスリートの育成を図るため、市は、特にジュニア期

（小学生・中学生）にスポットを当てて、アスリートの育成強化の取組を進めま

す。 

    具体には、体育協会の競技団体をとおし、スポーツ医科学（メディカルチェッ

ク、栄養指導など）機関とも連携を図り、アスリートの育成強化に取り組むこと

とし、市はその取組を支援します。 

    また、その育成強化策の一環として、全国大会・中国大会に出場する児童・生

徒への大会派遣費の補助なども引き続き行います。 

  

 

    ア ジュニア期（小学生・中学生）アスリートの育成・支援 

    イ 小学生・中学生への大会派遣費補助（全国大会・中国大会） 

    ウ 国際スポーツ競技大会出場者への激励金の贈呈 

 

要です。このため、各ボランティア団体と連携し、また、企業の地域貢献として

のボランティア活動も活用しながら、スポーツボランティアの確保に努めます。 

    ア ボランティア団体との連携によるスポーツボランティアの確保 

    イ 企業ボランティアの活用 

 

 ⑵ 選手強化施策の充実 

   本市出身の者または本市にゆかりのある者が、全国の大会や国際大会で活躍する

こと、オリンピック・パラリンピックで活躍することは、市民にとって誇りであり、

夢や感動を与えるとともに、スポーツへの関心・意欲を高めることにも繋がります。 

   また、令和１２年（２０３０）には、島根県において国民スポーツ大会・全国障

害者スポーツ大会が開催される予定です。 

   このため、特に、ジュニア期（小学生・中学生）に着目した育成強化に取り組む

とともに、東京オリンピック・パラリンピックの出場をめざ目指しているアスリー

トに対して支援するなど、アスリートの育成や支援に積極的に取り組んでいきま

す。 

 

  ① ジュニア期におけるアスリートの育成強化 

    全国や世界で活躍できるアスリートの育成を図るため、市は、特にジュニア期

（小学生・中学生）にスポットを当てて、アスリートの育成強化の取組を進めま

す。 

    具体には、体育スポーツ協会の競技団体をとおし、スポーツ医科学（メディカ

ルチェック、栄養指導など）機関とも連携を図り、アスリートの育成強化に取り

組むこととし、市はその取組を支援します。 

    また、その育成強化策の一環として、全国大会・中国大会に出場する児童・生

徒への大会派遣費の補助なども引き続き行います。 

    更に、企業スポーツに所属するトップアスリートによるスポーツ教室を実施す

ることにより競技力向上を図ります。 

    ア ジュニア期（小学生・中学生）アスリートの育成・支援 

    イ 小学生・中学生への大会派遣費補助（全国大会・中国大会） 

    ウ 国際スポーツ競技大会出場者への激励金の贈呈 

    エ 企業スポーツとの連携による競技力向上 
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  ② トップアスリートの競技力の向上 

    ２０２０東京オリンピック・パラリンピックの開催が決定する中、出雲市出身

アスリートのオリンピック・パラリンピックへの出場が実現するよう、例えばト

ップアスリート認定支援制度など、オリンピック・パラリンピックに向けた新た

な選手強化・支援策について、その取組を検討します。 

    また、国際大会に出場するアスリートや全国大会に出場する者に対して、激励

金の贈呈を引き続き行うとともに、市内中学生・高校生が優秀な成績を収めた場

合の顕彰制度について検討します。 

  

   ア ２０２０東京オリンピック・パラリンピックに向けた新たな選手強化・支

援策の検討・実施 

    イ 国際スポーツ競技大会出場者への激励金の贈呈【再掲】 

    ウ 全国大会出場者への激励金の交付 

 

 

 

３ スポーツを支えるネットワークづくり 

 

  【基本目標】             【基本方針】 

   スポーツを支えるネットワークづくり  ⑴ スポーツ環境の充実 

 

                      ⑵ 学校等とスポーツ団体の連携強化 

 

 

 

 

 

 ⑴ スポーツ環境の充実 

   出雲市には、出雲健康公園出雲ドームや宍道湖公園湖遊館など特色あるスポーツ

施設をはじめ、市内各地に様々なものがあり、スポーツ活動の場として、広く市民

に提供しています。 

   今後とも、スポーツ施設の長寿命化や効果的・効率的な施設運営に努めるととも

 

  ② トップアスリートの競技力の向上 

    ２０２０東京オリンピック・パラリンピックの開催が決定する中、出雲市出身

アスリートのオリンピック・パラリンピックへの出場が実現するよう、例えばト

ップアスリート認定支援制度など、オリンピック・パラリンピックに向けた新た

な選手強化・支援策について、その取組を検討します。 

    また、国際大会に出場するアスリートや全国大会に出場する者に対して、激励

金の贈呈を引き続き行うとともに、市内中学生・高校生が優秀な成績を収めた場

合の顕彰制度について検討します企業スポーツに所属するトップアスリートから

の指導を受けることで競技力向上を図ります。 

    ア ２０２０東京オリンピック・パラリンピックに向けた新たな選手強化・支

援策の検討・実施 

    イア 国際スポーツ競技大会出場者への激励金の贈呈【再掲】 

    ウイ 全国大会出場者への激励金の交付 

    ウ 企業スポーツとの連携による競技力向上【再掲】 

 

 

３ スポーツを支えるネットワークづくり 

 

  【基本目標】             【基本方針】 

   スポーツを支えるネットワークづくり  ⑴ スポーツ環境の充実 

 

                      ⑵ 学校等とスポーツ関係団体団体との 

連携強化・協力 

 

                      ⑶ スポーツ情報の充実 

 

 

 ⑴ スポーツ環境の充実 

   出雲市には、出雲健康公園出雲ドームや宍道湖公園湖遊館など特色あるスポーツ

施設をはじめ、市内各地に様々なものがあり、スポーツ活動の場として、広く市民

に提供しています。 

   今後とも、スポーツ施設の長寿命化や効果的・効率的な施設運営に努めるととも
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に、老朽化が進む施設については、平成２７年３月に策定した「出雲市公共施設の

あり方指針」に沿った取組を進めていきます。また、スポーツ環境に対する市民ニ

ーズに対応するため、新たな施設の整備にも取り組みます。 

 

   また、今後、更なるスポーツの推進を図るため、スポーツ団体の役割や機能を十

分に発揮できるようネットワーク化を図るとともに、それぞれの団体の組織強化に

取り組みます。 

   さらに、市民がスポーツ施設を使用する際に、その利便性の向上を図るため、市

のホームページを活用した情報発信に努めます。 

   以上のような取組を実施することにより、スポーツ環境の充実を図ります。 

 

  ① スポーツ施設の管理運営と新たな整備促進 

    市民が身近な場所でスポーツができるよう、引き続きスポーツ施設の適正な管

理運営を行います。また、老朽化が進む施設の取扱を検討する一方で、スポーツ

施設の拡充に向け、新体育館の建設、サッカー場の人工芝生化、５０ｍプール整

備の検討、県立野球場の改築整備促進など、スポーツ施設の新たな整備に取り組

みます。 

 

    ア スポーツ施設の適正な管理運営 

      スポーツ施設の管理については、住民サービスの向上と経費節減を図るた

め、引き続き指定管理者制度を導入し、民間事業者等が有するノウハウを活

用して効果的・効率的な管理運営を行います。 

      また、市民のスポーツ機会の拡充に向け、小学校・中学校の屋内運動場、

屋外運動場等について、引き続き積極的に一般開放するほか、廃止となった

小・中学校についても、可能な限り市民のスポーツ活動に利用できるよう取

り組みます。 

    イ 新体育館の建設 

      １７万都市にふさわしい、また本市のシンボルとなるような新体育館の建

設については、体育館が持つ機能や規模、建設場所などを検討し、早期の事

業着手をめざします。 

      その際、各地域のスポーツ活動の拠点となる体育館のあり方について配慮

に、老朽化が進む施設については、平成２７年３月に策定した「出雲市公共施設の

あり方指針」に沿った取組を進めていきます。また、スポーツ環境に対する市民ニ

ーズに対応するため、新たな施設の整備にも取り組みます新体育館の建設を着実に

進めていきます。 

   また、今後、更なるスポーツの推進を図るため、スポーツ団体の役割や機能を十

分に発揮できるようネットワーク化を図るとともに、それぞれの団体の組織強化に

取り組みます。 

   さらに、市民がスポーツ施設を使用する際に、その利便性の向上を図るため、市

のホームページを活用した情報発信に努めます。 

   以上のような取組を実施することにより、スポーツ環境の充実を図ります。 

 

  ① スポーツ施設の管理運営と新たな整備促進 

    市民が身近な場所でスポーツができるよう、引き続きスポーツ施設の適正な管

理運営を行います。また、老朽化が進む施設の取扱を検討する一方で、スポーツ

施設の拡充に向け、新体育館の建設、サッカー場の人工芝生化、５０ｍプール整

備の検討、を進めます。県立スポーツ施設については、陸上競技場、野球場の改

築整備促進など、スポーツ施設の新たな整備に取り組みますを県に要望し実現を

目指します。 

    ア スポーツ施設の適正な管理運営 

      スポーツ施設の管理については、住民サービスの向上と経費節減を図るた

め、引き続き指定管理者制度を導入し、民間事業者等が有するノウハウを活

用して効果的・効率的な管理運営を行います。 

      また、市民のスポーツ機会の拡充に向け、小学校・中学校の屋内運動場、

屋外運動場等について、引き続き積極的に一般開放するほか、廃止となった

小・中学校についても、可能な限り市民のスポーツ活動に利用できるよう取

り組みます。 

    イ 新体育館の建設 

      １７万都市にふさわしい、また本市のシンボルとなるような新体育館の建

設については、体育館が持つ機能や規模、建設場所などを検討し、早期の事

業着手をめざします。 

      その際、各地域のスポーツ活動の拠点となる体育館のあり方について配慮
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する必要があります。 

 

 

    ウ サッカー場の人工芝生化 

      サッカー場については、６面の天然芝生グラウンド（県施設３面、市施設

３面）を有していますが、天然芝生グラウンドは、５か月の養生期間を要す

るうえに、利用可能期間内でも養生日を設けなければならないなど、施設の

利用効率は悪い状況です。 

      このことから、市の中心に位置し、夜間照明を有している出雲健康公園天

然芝多目的広場を人工芝生化することにより、年間を通じた利用を可能にし、

多くのサッカー競技者のニーズに対応します。 

    エ ５０ｍプール整備の検討 

      市内の５０ｍプールについては、老朽化が進んでおり、小学生・中学生の

体力向上や水泳競技力の向上などの観点から、新たな整備を求める声があり

ます。 

      このような中、市としては、５０ｍプール整備のあり方について検討して

いきます。 

    オ 県立野球場の整備促進（島根県立浜山公園野球場の改築整備要望活動） 

      唯一の県立野球場である浜山公園野球場は、築後４０年以上経過し、随所

に老朽化が目立つ中、平成２７年２月に島根県立浜山公園野球場改築整備促

進期成同盟会が設立されました。その後、改築整備を求める署名活動がなさ

れ、同年１２月には島根県知事及び島根県議会議長へ改築整備を求める要望

書が提出されました。市も、期成同盟会と一緒になって改築整備の要望活動

に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

する必要があります。市民の活動拠点として、市民に愛され、親しまれ、利

用しやすい体育館として、整備運営事業者との連携を密にし、令和６年春の

開館に向け、事業を着実に進めていきます。 

    ウ サッカー場の人工芝生化 

      サッカー場については、６面の天然芝生グラウンド（県施設３面、市施設

３面）を有していますが、天然芝生グラウンドは、５か月の養生期間を要す

るうえに、利用可能期間内でも養生日を設けなければならないなど、施設の

利用効率は悪い状況です。 

      このことから、市の中心に位置し、夜間照明を有している出雲健康公園天

然芝多目的広場を人工芝生化することにより、年間を通じた利用を可能に

し、多くのサッカー競技者のニーズに対応します。 

    エ ５０ｍプール整備の検討 

      市内の５０ｍプールについては、老朽化が進んでおり、小学生・中学生の

体力向上や水泳競技力の向上などの観点から、新たな整備を求める声があり

ます。 

      このような中、市としては、５０ｍプール整備のあり方について検討して

いきます。 

    オウ 県立野球場スポーツ施設の整備促進（島根県立浜山公園野球場の改築整備

要望活動） 

      唯一の県立野球場である浜山公園野球場は、築後４０年以上経過し、随所

に老朽化が目立つ中、平成２７年２月に島根県立浜山公園野球場改築整備促

進期成同盟会が設立されました。その後、改築整備を求める署名活動がなさ

れ、同年１２月には島根県知事及び島根県議会議長へ改築整備を求める要望

書が提出されました。市も、期成同盟会と一緒になって県立浜山公園は、全

国レベルのスポーツ大会やイベントが開催できる県内屈指の総合スポーツ

拠点であり、市民のスポーツ活動にとっても重要な施設です。陸上競技場は、

県内唯一の第１種公認の競技場であり、野球場については、バックスタンド

部分の改築工事は行われました。しかしながら、いずれの施設も多くの観客

が集まる大規模なスポーツイベント等の誘致には、更なる整備が必要である

ことから、改築整備の要望活動に努めます。 

エ スポーツを継続できる環境づくり 
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【参考】 

    ア スポーツ施設の適正な管理運営 

     －略－ 

      また、市民のスポーツ機会の拡充に向け、小学校・中学校の屋内運動場、

屋外運動場等について、引き続き積極的に一般開放するほか、廃止となった

小・中学校についても、可能な限り市民のスポーツ活動に利用できるよう取

り組みます。 

 

  ② スポーツ団体の組織強化と活性化 

    市内では、体育協会、スポーツ少年団、スポーツ推進委員協議会、総合型地域

スポーツクラブ等において、様々な活動が展開され、スポーツの推進が図られて

います。 

    今後、更なるスポーツの推進を図るため、それらの団体の役割や機能を十分に

発揮できるようネットワーク化を図り、それぞれの団体の組織強化に取り組みま

す。 

    ア 体育協会の組織の見直し 

    イ 体育協会の活性化 

    ウ スポーツ少年団の活性化 

    エ スポーツ推進委員協議会の活性化 

    オ 総合型地域スポーツクラブの活性化 

 

  ③ スポーツ施設に関する情報発信 

    市民がスポーツ施設を使用する際に、その利便性の向上を図るため、市のホー

ムページで施設情報の提供に努めるとともに、施設の予約システムの構築につい

て検討していきます。 

    ア ＩＣＴを活用した情報発信システムの構築 

市民が生涯にわたってスポーツに親しむことは、心身の健全な発達に必要

不可欠なものであります。しかしながら、部活動からの引退、就職、出産な

ど、様々なライフイベントにおいて、スポーツから離れてしまう人も存在し

ます。 

誰もが楽しみながらスポーツを継続できるよう、働き盛りでも身近な場

所でスポーツができる環境を整え親子でスポーツに参加できる機会を創出

する等スポーツを継続できる環境づくりに努めます。 

オ 学校施設開放によるスポーツ活動の場の提供 

      また、市民のスポーツ機会の拡充に向け、小学校・中学校の屋内運動場、

屋外運動場等について、引き続き積極的に一般開放するほか、廃止となった

小・中学校についても、可能な限り市民のスポーツ活動に利用できるよう取

り組みます。 

 

  ② スポーツ団体の組織強化と活性化 

    市内では、体育スポーツ協会、スポーツ少年団、スポーツ推進委員協議会、総

合型地域スポーツクラブ等において、様々な活動が展開され、スポーツの推進が

図られています。 

    今後、更なるスポーツの推進を図るため、それらの団体の役割や機能を十分に

発揮できるようネットワーク化を図り、それぞれの団体の組織強化に取り組みま

す。 

    ア 体育スポーツ協会の組織の見直し 

    イ 体育スポーツ協会の活性化 

    ウ スポーツ少年団の活性化 

    エ スポーツ推進委員協議会の活性化 

    オ 総合型地域スポーツクラブの活性化 

 

  ③ スポーツ施設に関する情報発信 

    市民がスポーツ施設を使用する際に、その利便性の向上を図るため、市のホー

ムページで施設情報の提供に努めるとともに、施設の予約システムの構築につい

て検討していきます。 

    ア ＩＣＴを活用した情報発信システムの構築 
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⑵ 学校等とスポーツ団体の連携強化 

   中学校・高校の部活動では、指導者不足が見受けられ、十分な指導体制にあると

は言えない状況の中、学校とスポーツ団体との連携強化などを図ってまいります。 

 

 

   また、体育協会、スポーツ少年団、スポーツ推進委員協議会、総合型スポーツク

ラブ間の連携の強化を促進します。 

 

   このほか、スポーツの推進と地域の活性化を図るため、地域間で行われるスポー

ツをとおした交流イベントや、スポーツをとおした国際交流を促進します。 

 

  ① 学校等とスポーツ団体との連携 

    学校部活動等の指導者の充実を図るため、スポーツ団体と学校等のネットワー

クの構築に取り組むとともに、指導者情報の提供を目的に、スポーツリーダーバ

ンクの構築に向けた取組を進めます。 

    ア 保育園・幼稚園とスポーツ推進委員、公認指導者等との連携の促進 

 

    イ 小学校とスポーツ団体の連携促進 

    ウ 中学校・高等学校とスポーツ団体の連携の促進 

    エ スポーツリーダーバンクの再構築【再掲】 

 

 

 

 

  ② スポーツ団体間における連携の促進 

    本市では、体育協会をはじめとする、スポーツ団体が行う様々なスポーツ活動

により、スポーツの推進が図られています。 

    更なる推進を図るため、スポーツ団体間のネットワーク化を促進します。 

    ア スポーツ団体間のネットワークの構築 

 

 

 ⑵ 学校等とスポーツ関係団体との連携強化・協力 

   中学校・高校の部活動では、指導者不足が見受けられ、十分な指導体制にあると

は言えない状況の中、部活動改革が進められ部活動指導者の導入が進められていま

す。今後も学校とスポーツ団体との連携強化などをにより部活動指導者の育成確保

を図ってまいりますいきます。 

   また、スポーツ医学等の専門的立場である大学等を含む学校等との連携や、体育

スポーツ協会、スポーツ少年団、スポーツ推進委員協議会、総合型スポーツクラブ

間の連携の強化を促進します。 

   このほか、スポーツの推進と地域の活性化を図るため、地域間で行われるスポー

ツをとおした交流イベントや、スポーツをとおした国際交流を促進します。 

 

  ① 学校等とスポーツ団体との連携 

    学校部活動等の指導者の充実を図るため、スポーツ団体と学校等のネットワー

クの構築に取り組むとともに、指導者情報の提供を目的に、スポーツリーダーバ

ンクの構築に向けた取組を進めます。 

    ア 保育園・幼稚園とスポーツ推進委員、公認スポーツ指導者等との連携の促

進 

    イ 小学校とスポーツ団体の連携促進 

    ウ 中学校・高等学校とスポーツ団体の連携の促進 

    エ スポーツリーダーバンクの再構築【再掲】 

    オ 部活動における部活動指導者の育成・確保【再掲】 

    カ 学校施設開放によるスポーツ活動の場の提供【再掲】 

    キ 大学等とスポーツ団体との連携の促進 

 

  ② スポーツ団体間における連携の促進 

    本市では、体育スポーツ協会をはじめとする、スポーツ団体が行う様々なスポ

ーツ活動により、スポーツの推進が図られています。 

    更なる推進を図るため、スポーツ団体間のネットワーク化を促進します。 

    ア スポーツ団体間のネットワークの構築 
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  ③ スポーツによる子育て支援 

    スポーツによる子育て支援に取り組むため、スポーツ団体やスポーツ推進委員

と、放課後子ども教室や児童クラブが連携するシステムづくりに努めます。 

    ア スポーツ団体と放課後子ども教室や児童クラブとの連携・協力 

    イ スポーツ推進委員や公認指導者等と放課後子ども教室や児童クラブとの連

携・協力 

 

  ④ スポーツにおける連携強化と交流の促進 

    ２００２サッカーワールドカップのアイルランドキャンプを契機に始まった、

アイルランドフレンドシップクラブのサッカーをとおした国際交流を、引き続き

支援します。 

    また、各スポーツ団体が、市外、県外の団体とスポーツ大会や強化試合などを

行う広域的な交流についても促進していきます。 

 

 

 

 

    さらに、２０２０東京オリンピック・パラリンピックや２０１９ラグビーワール

ドカップの事前キャンプ誘致の取組に関連した国際交流も促進します。 

    ア 広域的な地域間交流の促進 

    イ 国際スポーツ交流活動の推進 

 

 

【参考】 

１ スポーツがあふれるまちづくり 

 ⑵ 各種スポーツ大会の充実 

  ④ 各種スポーツ大会の情報発信 

市民が、各種スポーツ大会の情報を得やすくするため、広報紙や市ホームページ

により、各種スポーツ大会の情報を提供するとともに、より利便性を高めるため、

ホームページの改善を進めます。 

    ア 広報紙や市ホームページによる情報の発信 

  ③ スポーツによる子育て支援団体との連携・協力 

    スポーツによる子育て支援に取り組むため、スポーツ団体やスポーツ推進委員

と、放課後子ども教室や児童クラブが連携するシステムづくりに努めます。 

    ア スポーツ団体と放課後子ども教室や児童クラブとの連携・協力 

    イ スポーツ推進委員や公認スポーツ指導者等と放課後子ども教室や児童クラ

ブとの連携・協力 

 

  ④ スポーツにおける連携強化と交流の促進 

    ２００２サッカーワールドカップのアイルランドキャンプを契機に始まった、

アイルランドフレンドシップクラブのサッカーをとおした国際交流を、引き続き

支援します。 

    また、幅広いスポーツ交流は、競技力向上や競技種目の振興に資するとともに

地域活性化にもつながるため、各スポーツ団体が、市外、県外の団体とスポーツ

大会や強化試合などを行う広域的な交流や国際スポーツ交流についても促進して

いきます。 

    また、企業スポーツとの連携・協力によりトップアスリートとの交流を行ってい

きます。 

さらに、２０２０東京オリンピック・パラリンピックや２０１９ラグビーワール

ドカップの事前キャンプ誘致の取組に関連した国際交流も促進します。 

    ア 広域的な地域間交流の促進 

    イ 国際スポーツ交流活動の推進 

    ウ 企業スポーツとの連携・協力 

 

⑶ スポーツ情報の充実 

   市民のスポーツに対する関心を高め、参加を促すためには、充実したスポーツ

情報の提供が必要です。 

市民の主体的なスポーツ活動を推進するため施設予約システムの構築やオン

ライン配信を活用したスポーツ教室の実施等、デジタル技術の進展に応じた活用

を進めます。 

また、市民がスポーツイベント等の情報を得やすくするため、市ホームページ

やＳＮＳ、広報誌等により、スポーツイベント等の情報を提供するとともに、よ

 



23 

 

    イ 情報発信システムの改善 

  

⑶ スポーツツーリズムの推進 

  ③ スポーツイベントの情報発信 

市民が、スポーツイベントの情報を収集しやすくするため、広報紙や市ホームペ

ージにより、スポーツイベントの情報を提供するとともに、より利便性を高めるホ

ームページの改善に取り組みます。 

    ア 広報紙や市ホームページを活用した情報の発信【再掲】 

    イ 情報発信システムの改善【再掲】 

 

３ スポーツを支えるネットワークづくり 

 ⑴ スポーツ環境の充実 

  ③ スポーツ施設に関する情報発信 

    市民がスポーツ施設を使用する際に、その利便性の向上を図るため、市のホー

ムページで施設情報の提供に努めるとともに、施設の予約システムの構築につい

て検討していきます。 

    ア ＩＣＴを活用した情報発信システムの構築 

 

 

 

 

１ 計画推進のための役割 

  本計画に定める基本目標を実現するため、市、市民及びスポーツ団体の役割は、次

のとおりとします。 

 

 ⑴ 市 

  ① 市は、市民やスポーツ団体が、本市が進めるスポーツ推進の基本理念の実現に

向かって、市民やスポーツ団体が相互に連携・協力できるよう支援します。 

  ② 市は、スポーツ団体がそれぞれの目的にあった役割を十分に発揮できるよう、

情報の共有化を図るとともに、適切な支援に努めます。 

  ③ 市は、各種スポーツ大会・教室の開催、大型スポーツイベントの招致・開催及

びスポーツ施設の整備と有効活用を図り、市民にスポーツに触れる機会をより多

り利便性を高めるホームページの改善に取り組みます。 

 

① デジタル技術活用の推進 

    スポーツ施設の利便性を高め、スポーツ活動の参加を促すよう施設予約システ

ムの構築を図ります。オンライン配信を活用したスポーツ教室の実施等デジタル

技術の活用を進めます。 

    ア 施設予約システムの検討・構築 

    イ オンライン配信を活用したスポーツ教室等の検討・実施 

 

② スポーツイベント等の情報発信 

    スポーツイベントや教室等の開催情報やスポーツ施設の情報等、市ホームペー

ジやＳＮＳ、広報誌を活用し情報提供に努めるとともに、より利便性を高めるホ

ームページの改善に取り組みます。 

    ア 市ホームページ、ＳＮＳ等を活用した情報の発信 

    イ 情報発信システムの改善 

 

 

 

 

 

 

１ 計画推進のための役割 

  本計画に定める基本目標を実現するため、市、市民及びスポーツ団体の役割は、次

のとおりとします。 

 

 ⑴ 市 

  ① 市は、市民やスポーツ団体が、本市が進めるスポーツ推進の基本理念の実現に

向かって、市民やスポーツ団体が相互に連携・協力できるよう支援します。 

  ② 市は、スポーツ団体がそれぞれの目的にあった役割を十分に発揮できるよう、

情報の共有化を図るとともに、適切な支援に努めます。 

  ③ 市は、各種スポーツ大会・教室の開催、大型スポーツイベントの招致・開催及

びスポーツ施設の整備と有効活用を図り、市民にスポーツに触れる機会をより多

第５章 計画の推進 第５章 計画の推進 
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く提供できるよう努めます。 

  ④ 市は、多様化する市民のスポーツに対するニーズに対応できる指導者を育成す

るとともに、地域を代表し国内外で活躍するスポーツ競技者にも対応できる優秀

な指導者の発掘・確保に努めます。 

 

 ⑵ 市民 

   市民は、自らがスポーツによるまちづくりの担い手であるという立場から、それ

ぞれがスポーツに対する関心を培い、市やスポーツ団体が行う多様なスポーツ事業

に積極的に参加します。 

 

 ⑶ スポーツ団体 

   スポーツ団体は、市のスポーツ推進施策への積極的な参加・協力に努めるととも

に、市が行うスポーツ推進施策と連携しつつ、自らのスポーツ活動により、スポー

ツのまちづくりに貢献します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の進行管理 

  本計画を着実に推進するため、出雲市スポーツ振興審議会において、その進捗状況

を定期的に把握し、事業を検証・評価するなど、適正な進行管理に努めます。 

く提供できるよう努めます。 

  ④ 市は、多様化する市民のスポーツに対するニーズに対応できる指導者を育成す

るとともに、地域を代表し国内外で活躍するスポーツ競技者にも対応できる優秀

な指導者の発掘・確保に努めます。 

 

 ⑵ 市民 

   市民は、自らがスポーツによるまちづくりの担い手であるという立場から、それ

ぞれがスポーツに対する関心を培い、市やスポーツ団体が行う多様なスポーツ事業

に積極的に参加します。 

 

 ⑶ スポーツ団体 

  ① スポーツ団体は、市のスポーツ推進施策への積極的な参加・協力に努めるとと

もに、市が行うスポーツ推進施策と連携しつつ、自らのスポーツ活動により、ス

ポーツのまちづくりに貢献します。 

  ② スポーツ団体は、講座・研修会の開催及び関係団体との連携により、指導者の

育成及び競技力の向上に努めます。 

 

⑷ 学校等 

  ① 学校等は、幼児・児童・生徒の体力向上や運動機会確保のため、学校体育等の

充実に努めます。 

  ② 学校等は、学校施設開放により、市民にスポーツ活動の場を提供します。 

  ③ 学校等は、スポーツ団体との連携による指導者の育成に努めます。 

 

 ⑸ 民間企業・大学等 

   民間企業・大学等は、保有する人材や情報等の資源の活用により、スポーツのま

ちづくりに協力します。 

 

２ 計画の進行管理 

  本計画を着実に推進するため、出雲市スポーツ振興審議会において、その進捗状況

を定期的に把握し、事業を検証・評価するなど、適正な進行管理に努めます。 

 

 



１ 基本目標「スポーツがあふれるまちづくり」について 

 ⑴ ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 

主な取組と現状 成果と課題 

 

① 幼少期及び小学生の子どもたちのため

に、スポーツに親しむきっかけづくりと

して、スポーツ好きっ子育成事業を展開

しました。 

 

② スポーツ少年団や体育協会加盟の競技

団体が中心となって、各種スポーツ大会

が開催され、本市のスポーツ振興が図ら

れてきました。 

 

③ スポーツ推進委員協議会が行うニュー

スポーツ教室やスポーツ団体等が開催す

る各種スポーツ教室等の開催により、生

涯スポーツの普及が図られてきました。 

 

 

① スポーツに親しむきっかけづくりとし

て効果があり、スポーツ人口拡大の為に

も引き続き実施します。 

 

 

② 本市のスポーツ振興が図られてきたこ

とから、今後も継続して各種スポーツ大

会を開催します。 

 

 

③ 市民への生涯スポーツの普及が行わ

れ、健康増進が図られてきたことから、

今後も継続して実施します。 

 

⑵ 各種スポーツ大会の充実 

主な取組と現状 成果と課題 

 

① 地元選手の名を冠とした大会を開催す

ることで、子どもたちに夢を与え、競技

力向上、競技人口の拡大を図ってきまし

た。また、市民参加型のスポーツ大会を

開催することで、幅広い年齢層の体力・

健康づくりが図られてきました。 

 

② ２０２０東京オリンピック・パラリン

ピックを契機としたソフトボール大会を

開催し、機運醸成が図られました。 

 

① 各種スポーツ大会の開催により、競技

力向上や競技人口の拡大、市民の体力・

健康づくりにつながっています。したが

って、引き続き実施します。 

 

 

 

② 多くの市民が世界トップレベルのプレ

ーに触れるきっかけとなり、本市のスポ

ーツ振興に資するものとなりました。 

今後は、この機運を継続していく必要

があります。 

 

別紙 



⑶ スポーツツーリズムの推進 

主な取組と現状 成果と課題 

 

① 出雲全日本大学選抜駅伝競走、大相撲

出雲場所、全国高校総体の柔道競技開催

などの大型スポーツイベントを開催する

ことにより、本市のスポーツ振興に資す

るととともに、地域振興・観光振興を図

ってきました。 

 

② 出雲全日本大学選抜駅伝競走の開催や

ディオッサ出雲への支援、２０２０東京

オリンピック・パラリンピックの事前キ

ャンプの誘致を実施し、スポーツによる

シティーセールスを行いました。 

 

① 左記の大型スポーツイベントは、市民

の体力づくりや交流人口の拡大、地域の

活性化に資するものと考えます。したが

って、引き続き実施します。 

 

 

 

② スポーツ振興とともに、本市のシティ 

ーセールスにもつながり、市民の一体感

の醸成も図られるものと考えます。   

したがって、事前キャンプ以外は引き

続き実施します。 

 

２ 基本目標「スポーツを担う人づくり」について 

 ⑴ 指導者及びボランティアの育成 

主な取組と現状 成果と課題 

 

① 各スポーツ団体により、指導者育成の

講座・研修が実施されているが、指導者

が減少傾向にあり、世代交代も進んでい

ない現状があります。また、部活動にお

いて、外部指導者の導入が進んでいます。 

 

② スポーツボランティアについては、各

種スポーツイベントにおいて、各種団体・

企業からの協力が得られる体制が構築で

きている。 

 

① 各スポーツ団体の指導者については、

島根県国スポに向けて県の指導者確保・

育成計画も踏まえ検討する必要がありま

す。また、部活動指導者についても、学

校等とスポーツ団体の連携を図る必要が

あります。 

 

② 現状のスポーツイベントにおいては、

協力体制が構築できていますが、島根県

国スポに向けては、更なるスポーツボラ

ンティア体制の構築が必要と考えます。 

 

⑵ 選手強化施策の充実 

主な取組と現状 成果と課題 

 

① ジュニア期選手育成事業や、全国大会

 

② 島根県国スポを見据え、県の競技力向



等への出場に対する補助金や激励金によ

り、競技力向上や、大会参加機会の増加

が図られている。 

上計画も考慮しながら、選手育成・強化

の内容を検討していく必要があります。 

また、大会派遣補助金や激励金は、大

会参加の機会増加につながっていること

から、引き続き実施します。 

 

 

３ 基本目標「スポーツを支えるネットワークづくり」について 

 ⑴ スポーツ環境の充実 

主な取組と現状 成果と課題 

 

① 施設の安全性や長寿命化に配慮しなが

ら適正な管理に努めるとともに、サッカ

ー場を人工芝生化し、年間利用を可能と

しました。 

また、老朽化に伴い安全性が確保でき

ない、出雲プール及び出雲体育館につい

ては、廃止しました。 

 

② 新体育館については、ＰＦＩ手法を用

い建設することとし、事業者を選定し、

令和６年４月の開館に向け事業を実施し

ています。 

 

③ 県立浜山公園野球場の整備について

は、島根県立浜山公園野球場改築整備促

進期成同盟会との要望活動により、バッ

クスタンド等の改修工事の実施につなが

りました。 

 

④ スポーツ団体の組織強化として、出雲

市体育協会の組織の見直しが検討されま

したが、早急な見直しは困難となり、検

討が中断されています。 

 

 

① 老朽化施設も多いことから、今後も適

正な維持管理に努め、長寿命化を図る必

要があります。 

 

 

 

 

 

② 新体育館については、令和６年４月の

開館に向け、着実に事業を実施していく

必要があります。 

 

 

③ 県立浜山公園野球場の整備について

は、野球場の一部改修は行われたもの

の、プロ野球が開催出来るような仕様と

はなっていないため、引き続き要望を続

けていく必要があります。 

 

④ 今後も、引き続き検討が必要です。 

   



⑵ 学校等とスポーツ団体の連携強化 

主な取組と現状 成果と課題 

 

① 学校施設の開放や、外部指導者の導入

などにより、学校等とスポーツ団体との

連携は進んでいると考えられます。 

 

 

② スポーツ推進委員が、保育園、幼稚園

や児童クラブ等でニュースポーツ等の指

導を行い、スポーツの推進が図られてい

る。 

 

① 学校部活動については、外部指導者制

度が導入されていますが、十分な指導者

が確保されていません。今後、更に連携

を強化していく必要があります。 

 

② 保育園、幼稚園や児童クラブ等に各地

区のスポーツ推進委員を紹介する等、更

に連携を強化し、スポーツの推進を図る

必要があります。 

 

 


